
　国の制度改正に伴い、年収 360 万円未満相当の世帯に対する軽減措置を拡充するとともに、当市

の子育て支援対策を更に推進していくため、３人以上のお子さんを養育する世帯を対象とした、独

自の軽減措置を創設しました。

　なお、今回の軽減は、平成 29 年４月にさかのぼって適用します。

問合せ先　学校教育課こども育成係　☎㉓3929

第３子以降の

保育料完全無料化！

利用者負担額　　　　の
　　軽減措置が拡充されました

保育所（園）　認定こども園　幼稚園の

（保育料）

②年収 360 万円未満相当の世帯に対する軽減措置 ③ひとり親世帯等に係る軽減措置の拡充

　市民税非課税世帯（教育認定子どもについては市

民税均等割のみ課税世帯を含む）の第２子（現行は

半額）の利用者負担額が無料となります。

階層区分

第３階層

（均等割のみ課税）

第１子　3,000 円

第２子　1,500 円

現　行

第１子　3,000 円

第２子        ０円

改　正

○教育認定（１号認定　幼稚園児等）

○保育認定（２・３号認定　保育園児等）

※金額欄の上段は３歳未満児、下段は３歳以上児

　年収 360 万円未満相当 ( 市民税所得割課税額

77,101 円未満 ) のひとり親世帯等について、第１子

の利用者負担額を市民税非課税世帯並に軽減します。

⇒

階層区分

第２階層

( 市民税非課税 )

第１子　4,500 円

　　　   3,600 円

第２子　2,250 円

　　　   1,800 円

現　行

第１子　4,500 円

　　　   3,600 円

第２子        ０円

                  ０円

改　正

⇒

階層区分

第４階層
第１子   3,050 円

第２子        ０円

現　行

第１子        ０円

第２子        ０円

改　正

○教育認定（１号認定　幼稚園児等）

○保育認定（２・３号認定　保育園児等）

※第 2 子以降は 3 歳未満児、3 歳以上児ともに 0 円です。

⇒

階層区分

第３階層～

第８階層の一部

第１子（３歳未満）

5,200 円～ 12,150 円

第１子（３歳以上）

4,000 円～ 10,700 円

現　行

第１子（３歳以上）

　　　   4,500 円

第１子（３歳以上）

　　　   3,600 円

改　正

⇒

①子どもが３人以上いる世帯の負担軽減

　年収約 360 万円以上相当の世帯で、現在の国の制度では多子軽減の対象とならない世帯のうち、子どもが

３人以上いる世帯を対象とし、世帯の所得や兄姉の年齢に制限を設けず、利用者負担額を第２子は半額、第

３子以降は無料としました。

…これまでの軽減対象範囲

…市独自の軽減対象範囲

○教育認定（１号認定　幼稚園児等）
0 歳児

未
就
園
児

１歳児 ２歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児

年
収
約
３
６
０
万
円
未
満
世
帯

年
収
約
３
６
０
万
円
以
上
世
帯

○保育認定（２・３号認定　保育園児等）
（小 1） （小 3） （小 6）（中 1） （中 3）（高 1） （高 3）

未
就
園
児

第３子
無料

第２子で
カウント

第１子で
カウント

第３子
無料

第１子で
カウント

第２子で
カウント

第１子で
カウント

第２子で
カウント

第３子
無料

カウント
しない

カウント
しない

第１子
全額

カウント
しない

第１子
全額

カウント
しない

第１子
全額

第１子で
カウント

第２子で
カウント

第３子
無料

第１子で
カウント

カウント
しない

第２子
半額

第１子で
カウント

第２子
半額

第１子で
カウント

第２子
半額

小学校４年生以上はカウントしない小学校４年生以上はカウントしない小学校４年生以上はカウントしない

0 歳児 １歳児 ２歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児

年
収
約
３
６
０
万
円
未
満
世
帯

年
収
約
３
６
０
万
円
以
上
世
帯

（小 1） （小 3） （小 6）（中 1） （中 3）（高 1） （高 3）

第３子
無料

第３子
無料

第１子で
カウント

第２子で
カウント

第３子
無料

カウント
しない

第１子で
カウント

カウント
しない

第１子
全額

第１子
全額

カウント
しない

第１子
全額

第３子
無料

第１子で
カウント

カウント
しない

第２子
半額

第２子で
カウント

第１子で
カウント

第１子で
カウント

第２子
半額

第２子
半額

第２子
半額

小学校１年生以上はカウントしない小学校１年生以上はカウントしない小学校１年生以上はカウントしない
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納
税
相
談
の
ほ
か
、
市
税
な
ど

の
納
付
も
で
き
ま
す
。
ぜ
ひ
ご
利

用
く
だ
さ
い
。

期
間

12
月
４
日
（
月
）
～
８
日
（
金
）　

　
　
　
　
　
　
　

19
時
30
分
ま
で

場
所　

税
務
課
収
納
係
（
窓
口
⑦
）

　

納
付
に
は
、
納
め
忘
れ
を
防
ぐ

口
座
振
替
が
便
利
で
す
。
お
申
込

み
は
税
務
課
ま
た
は
市
内
金
融
機

関
に
あ
る
「
口
座
振
替
依
頼
書
」

に
必
要
事
項
を
記
入
し
、
提
出
し

て
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
コ
ン
ビ
ニ
で
は
土
日
祝

日
問
わ
ず
、
24
時
間
お
支
払
い
が

で
き
る
の
で
、
大
変
便
利
で
す
。

ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

　

下
田
市
を
含
め
県
内
の
全
市
町

は
、
期
限
内
に
納
税
し
て
い
る
方

と
の
公
平
性
を
確
保
す
る
た
め
、

11
月
か
ら
12
月
ま
で
を
「
滞
納
整

理
強
化
月
間
」
と
し
て
、
県
と
連

携
し
徴
収
の
強
化
に
取
り
組
ん
で

い
ま
す
。

　

今
年
度
は
、
特
に
個
人
住
民
税

の
現
年
度
分
滞
納
者
に
対
し
て
差

押
え
を
強
化
し
て
行
い
ま
す
。

　

催
告
を
し
て
も
納
付
が
な
い
場

合
に
は
、
財
産
調
査
を
行
い
、
預

貯
金
、
給
与
、
生
命
保
険
、
不
動

産
な
ど
の
差
押
え
を
実
施
し
て
い

ま
す
。

　

納
付
が
お
済
み
で
な
い
方
は
、

早
め
に
納
付
し
て
く
だ
さ
い
。

　

納
期
限
ま
で
の
納
付
を
お
願
い

し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
が
、
失
業

や
病
気
な
ど
、
や
む
を
得
な
い
事

情
が
あ
る
場
合
に
は
お
早
め
に
税

務
課
へ
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　

子
ど
も
た
ち
は
、
家
族
や
地
域

か
ら
温
か
く
見
守
ら
れ
健
や
か
に

成
長
し
て
い
く
こ
と
が
約
束
さ
れ

て
い
る
は
ず
で
す
。

　

し
か
し
、
親
か
ら
虐
待
を
受
け
、

心
身
と
も
に
傷
を
負
っ
た
児
童
が

増
加
し
て
い
ま
す
。
幼
い
命
が
奪

わ
れ
る
痛
ま
し
い
事
件
が
後
を
絶

ち
ま
せ
ん
。
子
ど
も
は
虐
待
を
受

け
て
い
て
も
自
分
か
ら
周
囲
に
訴

え
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
周
り

の
方
が
子
ど
も
の
サ
イ
ン
に
気
づ

い
て
あ
げ
る
こ
と
が
必
要
で
す
。

「
虐
待
を
受
け
た
と
思
わ
れ
る
子

ど
も
」
を
見
つ
け
た
と
き
に
は
、

た
め
ら
わ
ず
に
子
ど
も
を
救
う
行

動
を
起
こ
し
て
く
だ
さ
い
。

　

「
お
か
し
い
な
」
と
感
じ
た
ら
迷

わ
ず
福
祉
事
務
所
又
は
地
域
の
民

生
委
員
児
童
委
員
に
連
絡
し
て
く

だ
さ
い
。

　

あ
な
た
か
ら
の
連
絡
が
子
ど
も

を
守
る
第
一
歩
と
な
り
ま
す
。

　

１
８
９
番
へ
か
け

る
と
お
近
く
の
児
童

相
談
所
に
繋
が
り
ま

す
。
通
告
・
相
談
は

匿
名
で
も
行
う
こ
と

も
で
き
、
通
告
・
相

談
を
し
た
方
、
そ
の

内
容
に
関
す
る
秘
密

は
守
ら
れ
ま
す
。

　

な
お
、
児
童
虐
待
に
関
す
る
相

談
は
左
記
で
も
受
け
付
け
ま
す
の

で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

①「
お
か
し
い
」
と
感
じ
た
ら
迷

　

わ
ず
連
絡（
通
告
）（
通
告
は
義

　

務
＝
権
利
）

②「
し
つ
け
の
つ
も
り…

」
は
言

　

い
訳
（
子
ど
も
の
立
場
で
判
断
）

③
ひ
と
り
で
抱
え
込
ま
な
い
（
あ

　

な
た
に
で
き
る
こ
と
か
ら
即
実
行
）

④
親
の
立
場
よ
り
子
ど
も
の
立
場

　

（
子
ど
も
の
命
が
最
優
先
）

⑤
虐
待
は
あ
な
た
の
周
り
で
も
起

　

こ
り
う
る
（
特
別
な
こ
と
で
は

　

な
い
）

問
合
せ
先

福
祉
事
務
所
障
害
福
祉
係

　
　
　

（
窓
口
⑥
）☎
㉒
２
２
１
６

税
は
納
期
限
ま
で
の
納
付
を

　
　
　
　
　
　

お
願
い
し
ま
す

夜
間
相
談
窓
口
を
開
設
し
ま
す

納
付
は
便
利
な
口
座
振
替
で

お
困
り
の
際
は

　
　
　
　

相
談
し
て
く
だ
さ
い

問
合
せ
先　

税
務
課
収
納
係
・
滞
納
対
策
係

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
窓
口
⑦
）　

☎
㉒
２
２
１
８

11
月
・
12
月
は

　

税
の
滞
納
整
理
強
化
月
間

　納期限の約 20 日後に

督促状を発送します。

督促手数料として 100 円

が加算されます。

督促状の発送
　金融機関、勤務先、

生命保険会社などに対し、

質問及び調査を行います。

財産調査
　財産調査で判明した財

産を差し押えます。財産

調査や差押えなどの滞納

処分は、法令に基づいて

行われるもので、滞納者

に事前に告知することな

く行うことができます。

財産差押
　差し押えた財産は、取

立てや公売により換価

（換金）します。

　換価して得た代金は滞

納金に充当します。

換価・配当

算されます。

～滞納処分の流れ～

11
月
は

児
童
虐
待
防
止
推
進
月
間

～
早
期
発
見
が

　
　
　

何
よ
り
大
切
で
す
～

虐
待
か
も
と
思
っ
た
ら

 
１
８
９
（
い
ち
は
や
く
）
番
へ

子
ど
も
を
虐
待
か
ら

　
　
　
　

 

守
る
た
め
の
５
か
条

「
い
ち
は
や
く

　
　

知
ら
せ
る
勇
気

　
　
　
　
　
　
　

つ
な
ぐ
声
」

平
成
29
年
度

「
児
童
虐
待
防
止
推
進
月
間
」
標
語
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